
【歳入】

　　・令和５年度地方消費税交付金のうち社会保障財源化分 859,692 千円

【歳出】

　　・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 6,537,032 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費（事業区分別）】 (単位：千円)

国県支出金 市　債 その他
引上げ分の

地方消費税
その他

障害者福祉事業
1,296,240 701,327 0 0 139,577 455,336

高齢者福祉事業
28,490 0 0 570 6,551 21,369

児童福祉事業
1,632,967 1,123,530 0 3,689 118,656 387,092

母子福祉事業
16,349 9,091 0 33 1,695 5,530

生活福祉事業
297,992 230,340 0 7,628 14,082 45,942

小　　計 3,272,038 2,064,288 0 11,920 280,561 915,269

国民健康保険事業繰出
453,913 124,829 0 0 77,209 251,875

介護保険事業繰出
515,933 16,995 0 726 116,889 381,323

後期高齢者医療事業繰出
111,723 67,707 0 0 10,327 33,689

小　　計 1,081,569 209,531 0 726 204,425 666,887

病院事業
930,869 0 0 0 218,398 712,471

疾病予防事業
521,573 301,476 0 971 51,411 167,715

医療費支給事業
730,983 194,484 0 89,400 104,897 342,202

小　　計 2,183,425 495,960 0 90,371 374,706 1,222,388

合　　　計 6,537,032 2,769,779 0 103,017 859,692 2,804,544
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引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費と充当状況

事業区分 経　費

財　　源　　内　　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

　平成２４年８月に消費税法及び地方税法等が改正され、平成２６年４月１日から消費税及び地方消費税の税率が

５％から引き上げられました。この引上げ分に係る地方消費税交付金については、すべて「社会保障施策に要する経費

（事務費や事務職員の人件費等は除く）」に充てることとされています。

　本市の令和５年度決算における上記経費及び充当状況は次のとおりです。


